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1（仮称）新宿 1丁目計画

計画地概要

案内図　約 1/3000

＜ 計画地概要 ＞

・　所在地　　　：　東京都新宿区新宿一丁目２番５　他　　（地名・地番）

・　用途地域　　：　商業地域

・　指定建蔽率　：　８０％　（耐火建築物・角地による緩和により１００％）

・　指定容積率　：　７００％　

・　日影規制　　：　無し

・　高さ制限　　：　無し

付近見取図　約 1/1000

※所轄官庁等との協議により変更が生じる可能性があります。
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① ② ③ ④

③
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②

新宿御苑

計画建物

計画建物
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098 新宿区まちづくり長期計画 都市マスタープラン

① 四谷地区【賑わい交流の心】
 ・ 四谷駅前地区市街地再開発事業※を推進するとともに、四谷駅周辺地区地区計画※により業務商業と
都心居住が調和し、歴史的な文化・景観を保全しつつ賑わい交流機能や教育機能を備えた拠点形成を
進め、新しい魅力をもつまちにしていきます。

 ・ 四谷一丁目南地区沿道では、魅力的な商業が集積した賑わいの形成や秩序だったまちなみの形成、みど
りやオープンスペース※の確保など、新たな魅力を周辺につなげるまちづくりについて検討します。

 ・ 増加する観光客や訪日外国人に対応するため、宿泊施設の整備を誘導します。

② 神宮外苑地区・信濃町駅周辺地区【賑わい交流の心】
 ・ 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催決定を契機として、神宮外苑地区では、新国立競
技場や関連施設の整備が進んでいます。神宮外苑への玄関口となる信濃町駅周辺とあわせて、スポー
ツクラスター※として集客力の高い、賑わいと活力のあるまちとして再生を推進するとともに、周辺の快適な
歩行者空間や環境を整備します。

 ・ 明治神宮外苑周辺のみどり豊かな潤いと調和したまちづくりを推進します。
 ・ スポーツ施設や大学病院など周辺施設利用者等のための、宿泊施設の整備を誘導します。

③ 新宿通り【賑わい交流軸】
 ・ 魅力ある業務商業施設の立地を誘導していくとともに、快適な歩行者空間や景観を創出し、歩きたくなる
まちづくりを推進します。特に、荒木町等の老舗や歴史的建物が点在する地区では、歩きたくなる風情あ
るまちなみを創出します。

④ 外濠周辺、新宿御苑周辺と明治神宮外苑周辺【七つの都市の森】
 ・ 外濠周辺、新宿御苑周辺と明治神宮外苑周辺のまとまったみどりをそれぞれ「七つの都市の森」の一つ
と位置づけ、みどりの保全・充実・活用を進めます。

⑤ 外濠、新宿御苑と明治神宮外苑【水とみどりの環】
 ・ 外濠の水辺と連続する緑地、新宿御苑と明治神宮外苑のみどりを新宿区の外周を囲む「水とみどりの
環」と位置づけ、水に親しめる空間や自然を感じることができる、連続した水とみどりの骨格を形成します。

⑥ 新宿通り、明治通り（御苑大通り）【風のみち（みどりの回廊）】
 ・ 新宿通りと明治通り（御苑大通り）を「風のみち（みどりの回廊）」と位置づけ、街路樹の整備や沿道建物の緑
化を進め、みどり豊かな都市空間を形成します。

まちづくりの方針3

1│都市の骨格に関するまちづくり方針
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1 .  土地利用・市街地整備

① 四谷地域の拠点の整備を進めます。
 ・ 四ツ谷駅周辺の一体的なまちづくりを行っていくなかで、地区計画※や市街地再開発事業※等による四谷
地域の拠点の形成を進めます。

 ・ 新宿通りとともに、靖国通り沿道を業務商業の重要な路線として、多くの人々が往来する賑わいのある地域
とします。

 ・ 信濃町駅周辺は、まちづくりルールの策定などにより、地域にふさわしいまちづくりを進めます。

② 住機能と業務商業機能の調和を図ります。
 ・ 新宿一、二、五丁目は、中高層階住居専用地区※の指定により、定住人口を確保しつつ、住機能と業務商
業機能の調和した複合市街地としての整備を誘導します。

 ・ 四谷三丁目駅周辺は、後背の住宅地の生活交流の中心として、魅力ある商店街等の整備を促進します。

③ 住宅地の修復型のまちづくりを進めます。
 ・ 三栄町、愛住町、四谷四丁目など幹線道路に囲まれた住宅地は、建物の更新や共同建替えの時期を捉え、
生活道路やオープンスペース※の整備など、修復型のまちづくりを進めます。

2 .  道路・交通

① 幹線道路における歩行者空間の整備を進めます。
 ・ 明治通り、新宿通り、靖国通り等の幹線道路は、沿道商業環境に配慮し、歩道の景観整備や緑化を促進
します。

② 公共交通等によるまちの利便性の向上を図ります。
 ・ 地域の住民の利便性及び観光客等の来訪者の回遊性向上のため、地域内外の移動手段として自転車
シェアリング※の充実を図ります。

 ・ 高齢者、障害者も含めたすべての人が容易に移動できるよう、駅及び駅周辺のバリアフリー化を促進します。

③ 駐車場の整備を促進します。

 ・ 駅や商業施設などの集客施設は、事業者や商店会などに対して駐車場や駐輪場の設置を働きかけてい
きます。

④ 住環境に配慮した幹線道路の整備を進めます。
 ・ 補助第58号線の整備促進について、関係機関と協議します。

2│地域のまちづくり方針
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① 四谷地区【賑わい交流の心】
 ・ 四谷駅前地区市街地再開発事業※を推進するとともに、四谷駅周辺地区地区計画※により業務商業と
都心居住が調和し、歴史的な文化・景観を保全しつつ賑わい交流機能や教育機能を備えた拠点形成を
進め、新しい魅力をもつまちにしていきます。

 ・ 四谷一丁目南地区沿道では、魅力的な商業が集積した賑わいの形成や秩序だったまちなみの形成、みど
りやオープンスペース※の確保など、新たな魅力を周辺につなげるまちづくりについて検討します。

 ・ 増加する観光客や訪日外国人に対応するため、宿泊施設の整備を誘導します。

② 神宮外苑地区・信濃町駅周辺地区【賑わい交流の心】
 ・ 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催決定を契機として、神宮外苑地区では、新国立競
技場や関連施設の整備が進んでいます。神宮外苑への玄関口となる信濃町駅周辺とあわせて、スポー
ツクラスター※として集客力の高い、賑わいと活力のあるまちとして再生を推進するとともに、周辺の快適な
歩行者空間や環境を整備します。

 ・ 明治神宮外苑周辺のみどり豊かな潤いと調和したまちづくりを推進します。
 ・ スポーツ施設や大学病院など周辺施設利用者等のための、宿泊施設の整備を誘導します。

③ 新宿通り【賑わい交流軸】
 ・ 魅力ある業務商業施設の立地を誘導していくとともに、快適な歩行者空間や景観を創出し、歩きたくなる
まちづくりを推進します。特に、荒木町等の老舗や歴史的建物が点在する地区では、歩きたくなる風情あ
るまちなみを創出します。

④ 外濠周辺、新宿御苑周辺と明治神宮外苑周辺【七つの都市の森】
 ・ 外濠周辺、新宿御苑周辺と明治神宮外苑周辺のまとまったみどりをそれぞれ「七つの都市の森」の一つ
と位置づけ、みどりの保全・充実・活用を進めます。

⑤ 外濠、新宿御苑と明治神宮外苑【水とみどりの環】
 ・ 外濠の水辺と連続する緑地、新宿御苑と明治神宮外苑のみどりを新宿区の外周を囲む「水とみどりの
環」と位置づけ、水に親しめる空間や自然を感じることができる、連続した水とみどりの骨格を形成します。

⑥ 新宿通り、明治通り（御苑大通り）【風のみち（みどりの回廊）】
 ・ 新宿通りと明治通り（御苑大通り）を「風のみち（みどりの回廊）」と位置づけ、街路樹の整備や沿道建物の緑
化を進め、みどり豊かな都市空間を形成します。
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1 .  土地利用・市街地整備

① 四谷地域の拠点の整備を進めます。
 ・ 四ツ谷駅周辺の一体的なまちづくりを行っていくなかで、地区計画※や市街地再開発事業※等による四谷
地域の拠点の形成を進めます。

 ・ 新宿通りとともに、靖国通り沿道を業務商業の重要な路線として、多くの人々が往来する賑わいのある地域
とします。

 ・ 信濃町駅周辺は、まちづくりルールの策定などにより、地域にふさわしいまちづくりを進めます。

② 住機能と業務商業機能の調和を図ります。
 ・ 新宿一、二、五丁目は、中高層階住居専用地区※の指定により、定住人口を確保しつつ、住機能と業務商
業機能の調和した複合市街地としての整備を誘導します。

 ・ 四谷三丁目駅周辺は、後背の住宅地の生活交流の中心として、魅力ある商店街等の整備を促進します。

③ 住宅地の修復型のまちづくりを進めます。
 ・ 三栄町、愛住町、四谷四丁目など幹線道路に囲まれた住宅地は、建物の更新や共同建替えの時期を捉え、
生活道路やオープンスペース※の整備など、修復型のまちづくりを進めます。

2 .  道路・交通

① 幹線道路における歩行者空間の整備を進めます。
 ・ 明治通り、新宿通り、靖国通り等の幹線道路は、沿道商業環境に配慮し、歩道の景観整備や緑化を促進
します。

② 公共交通等によるまちの利便性の向上を図ります。
 ・ 地域の住民の利便性及び観光客等の来訪者の回遊性向上のため、地域内外の移動手段として自転車
シェアリング※の充実を図ります。

 ・ 高齢者、障害者も含めたすべての人が容易に移動できるよう、駅及び駅周辺のバリアフリー化を促進します。

③ 駐車場の整備を促進します。

 ・ 駅や商業施設などの集客施設は、事業者や商店会などに対して駐車場や駐輪場の設置を働きかけてい
きます。

④ 住環境に配慮した幹線道路の整備を進めます。
 ・ 補助第58号線の整備促進について、関係機関と協議します。

2│地域のまちづくり方針
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3（仮称）新宿 1丁目計画

周辺状況

※所轄官庁等との協議により変更が生じる可能性があります。
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計画地

4（仮称）新宿 1丁目計画※所轄官庁等との協議により変更が生じる可能性があります。

03

（仮称）新宿 1丁目計画

計画概要（景観計画による位置付）　

※所轄官庁等との協議により変更が生じる可能性があります。
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四谷地域まちづくり方針図2

 地区計画

 まちづくりルール

 景観まちづくり計画区分地区

 

都市計画道路

 広域幹線道路

 地域幹線道路

 地区内主要道路

 

都市計画道路以外

 地域幹線道路

 地区内主要道路

 主要区画道路

公園・施設等

 都市計画公園

 その他の都市公園

 大規模な公共的施設

 小学校※

 中学校※

 区役所・特別出張所※

 鉄道・駅

 地下鉄・駅

※平成29年12月現在
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新国立競技場などのスポーツ
の拠点の活用による地域の
活性化

地域全体

・ 地域の実情にあった公園の
再整備
・ 寺社や坂道などの、地域の
歴史的・文化的資源を

 活かしたまちづくりの推進

幹線道路の整備にあわせた
周辺部のモール※化

地区計画※や市街地
再開発事業※等による
四谷地域の拠点の形成

防災性の向上と、
安心して暮らせる住環境
整備の推進

環状第5の1号線の早期整備

魅力的な商業地として、
風情あるまちなみの継承

幹線道路の歩行者空間
の整備

計画地
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（仮称）新宿 1丁目計画

計画概要（景観計画による位置付）　

※所轄官庁等との協議により変更が生じる可能性があります。 5
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① 四谷地区【賑わい交流の心】
 ・ 四谷駅前地区市街地再開発事業※を推進するとともに、四谷駅周辺地区地区計画※により業務商業と
都心居住が調和し、歴史的な文化・景観を保全しつつ賑わい交流機能や教育機能を備えた拠点形成を
進め、新しい魅力をもつまちにしていきます。

 ・ 四谷一丁目南地区沿道では、魅力的な商業が集積した賑わいの形成や秩序だったまちなみの形成、みど
りやオープンスペース※の確保など、新たな魅力を周辺につなげるまちづくりについて検討します。

 ・ 増加する観光客や訪日外国人に対応するため、宿泊施設の整備を誘導します。

② 神宮外苑地区・信濃町駅周辺地区【賑わい交流の心】
 ・ 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催決定を契機として、神宮外苑地区では、新国立競
技場や関連施設の整備が進んでいます。神宮外苑への玄関口となる信濃町駅周辺とあわせて、スポー
ツクラスター※として集客力の高い、賑わいと活力のあるまちとして再生を推進するとともに、周辺の快適な
歩行者空間や環境を整備します。

 ・ 明治神宮外苑周辺のみどり豊かな潤いと調和したまちづくりを推進します。
 ・ スポーツ施設や大学病院など周辺施設利用者等のための、宿泊施設の整備を誘導します。

③ 新宿通り【賑わい交流軸】
 ・ 魅力ある業務商業施設の立地を誘導していくとともに、快適な歩行者空間や景観を創出し、歩きたくなる
まちづくりを推進します。特に、荒木町等の老舗や歴史的建物が点在する地区では、歩きたくなる風情あ
るまちなみを創出します。

④ 外濠周辺、新宿御苑周辺と明治神宮外苑周辺【七つの都市の森】
 ・ 外濠周辺、新宿御苑周辺と明治神宮外苑周辺のまとまったみどりをそれぞれ「七つの都市の森」の一つ
と位置づけ、みどりの保全・充実・活用を進めます。

⑤ 外濠、新宿御苑と明治神宮外苑【水とみどりの環】
 ・ 外濠の水辺と連続する緑地、新宿御苑と明治神宮外苑のみどりを新宿区の外周を囲む「水とみどりの
環」と位置づけ、水に親しめる空間や自然を感じることができる、連続した水とみどりの骨格を形成します。

⑥ 新宿通り、明治通り（御苑大通り）【風のみち（みどりの回廊）】
 ・ 新宿通りと明治通り（御苑大通り）を「風のみち（みどりの回廊）」と位置づけ、街路樹の整備や沿道建物の緑
化を進め、みどり豊かな都市空間を形成します。

まちづくりの方針3

1│都市の骨格に関するまちづくり方針
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① 四谷地区【賑わい交流の心】
 ・ 四谷駅前地区市街地再開発事業※を推進するとともに、四谷駅周辺地区地区計画※により業務商業と
都心居住が調和し、歴史的な文化・景観を保全しつつ賑わい交流機能や教育機能を備えた拠点形成を
進め、新しい魅力をもつまちにしていきます。

 ・ 四谷一丁目南地区沿道では、魅力的な商業が集積した賑わいの形成や秩序だったまちなみの形成、みど
りやオープンスペース※の確保など、新たな魅力を周辺につなげるまちづくりについて検討します。

 ・ 増加する観光客や訪日外国人に対応するため、宿泊施設の整備を誘導します。

② 神宮外苑地区・信濃町駅周辺地区【賑わい交流の心】
 ・ 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催決定を契機として、神宮外苑地区では、新国立競
技場や関連施設の整備が進んでいます。神宮外苑への玄関口となる信濃町駅周辺とあわせて、スポー
ツクラスター※として集客力の高い、賑わいと活力のあるまちとして再生を推進するとともに、周辺の快適な
歩行者空間や環境を整備します。

 ・ 明治神宮外苑周辺のみどり豊かな潤いと調和したまちづくりを推進します。
 ・ スポーツ施設や大学病院など周辺施設利用者等のための、宿泊施設の整備を誘導します。

③ 新宿通り【賑わい交流軸】
 ・ 魅力ある業務商業施設の立地を誘導していくとともに、快適な歩行者空間や景観を創出し、歩きたくなる
まちづくりを推進します。特に、荒木町等の老舗や歴史的建物が点在する地区では、歩きたくなる風情あ
るまちなみを創出します。

④ 外濠周辺、新宿御苑周辺と明治神宮外苑周辺【七つの都市の森】
 ・ 外濠周辺、新宿御苑周辺と明治神宮外苑周辺のまとまったみどりをそれぞれ「七つの都市の森」の一つ
と位置づけ、みどりの保全・充実・活用を進めます。

⑤ 外濠、新宿御苑と明治神宮外苑【水とみどりの環】
 ・ 外濠の水辺と連続する緑地、新宿御苑と明治神宮外苑のみどりを新宿区の外周を囲む「水とみどりの
環」と位置づけ、水に親しめる空間や自然を感じることができる、連続した水とみどりの骨格を形成します。

⑥ 新宿通り、明治通り（御苑大通り）【風のみち（みどりの回廊）】
 ・ 新宿通りと明治通り（御苑大通り）を「風のみち（みどりの回廊）」と位置づけ、街路樹の整備や沿道建物の緑
化を進め、みどり豊かな都市空間を形成します。
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1 .  土地利用・市街地整備

① 四谷地域の拠点の整備を進めます。
 ・ 四ツ谷駅周辺の一体的なまちづくりを行っていくなかで、地区計画※や市街地再開発事業※等による四谷
地域の拠点の形成を進めます。

 ・ 新宿通りとともに、靖国通り沿道を業務商業の重要な路線として、多くの人々が往来する賑わいのある地域
とします。

 ・ 信濃町駅周辺は、まちづくりルールの策定などにより、地域にふさわしいまちづくりを進めます。

② 住機能と業務商業機能の調和を図ります。
 ・ 新宿一、二、五丁目は、中高層階住居専用地区※の指定により、定住人口を確保しつつ、住機能と業務商
業機能の調和した複合市街地としての整備を誘導します。

 ・ 四谷三丁目駅周辺は、後背の住宅地の生活交流の中心として、魅力ある商店街等の整備を促進します。

③ 住宅地の修復型のまちづくりを進めます。
 ・ 三栄町、愛住町、四谷四丁目など幹線道路に囲まれた住宅地は、建物の更新や共同建替えの時期を捉え、
生活道路やオープンスペース※の整備など、修復型のまちづくりを進めます。

2 .  道路・交通

① 幹線道路における歩行者空間の整備を進めます。
 ・ 明治通り、新宿通り、靖国通り等の幹線道路は、沿道商業環境に配慮し、歩道の景観整備や緑化を促進
します。

② 公共交通等によるまちの利便性の向上を図ります。
 ・ 地域の住民の利便性及び観光客等の来訪者の回遊性向上のため、地域内外の移動手段として自転車
シェアリング※の充実を図ります。

 ・ 高齢者、障害者も含めたすべての人が容易に移動できるよう、駅及び駅周辺のバリアフリー化を促進します。

③ 駐車場の整備を促進します。

 ・ 駅や商業施設などの集客施設は、事業者や商店会などに対して駐車場や駐輪場の設置を働きかけてい
きます。

④ 住環境に配慮した幹線道路の整備を進めます。
 ・ 補助第58号線の整備促進について、関係機関と協議します。

2│地域のまちづくり方針
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 ・ 四ツ谷駅周辺の一体的なまちづくりを行っていくなかで、地区計画※や市街地再開発事業※等による四谷
地域の拠点の形成を進めます。

 ・ 新宿通りとともに、靖国通り沿道を業務商業の重要な路線として、多くの人々が往来する賑わいのある地域
とします。

 ・ 信濃町駅周辺は、まちづくりルールの策定などにより、地域にふさわしいまちづくりを進めます。

② 住機能と業務商業機能の調和を図ります。
 ・ 新宿一、二、五丁目は、中高層階住居専用地区※の指定により、定住人口を確保しつつ、住機能と業務商
業機能の調和した複合市街地としての整備を誘導します。

 ・ 四谷三丁目駅周辺は、後背の住宅地の生活交流の中心として、魅力ある商店街等の整備を促進します。

③ 住宅地の修復型のまちづくりを進めます。
 ・ 三栄町、愛住町、四谷四丁目など幹線道路に囲まれた住宅地は、建物の更新や共同建替えの時期を捉え、
生活道路やオープンスペース※の整備など、修復型のまちづくりを進めます。

2 .  道路・交通

① 幹線道路における歩行者空間の整備を進めます。
 ・ 明治通り、新宿通り、靖国通り等の幹線道路は、沿道商業環境に配慮し、歩道の景観整備や緑化を促進
します。

② 公共交通等によるまちの利便性の向上を図ります。
 ・ 地域の住民の利便性及び観光客等の来訪者の回遊性向上のため、地域内外の移動手段として自転車
シェアリング※の充実を図ります。

 ・ 高齢者、障害者も含めたすべての人が容易に移動できるよう、駅及び駅周辺のバリアフリー化を促進します。

③ 駐車場の整備を促進します。

 ・ 駅や商業施設などの集客施設は、事業者や商店会などに対して駐車場や駐輪場の設置を働きかけてい
きます。

④ 住環境に配慮した幹線道路の整備を進めます。
 ・ 補助第58号線の整備促進について、関係機関と協議します。

2│地域のまちづくり方針
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3 .  安全・安心まちづくり

① まちの防災性の向上を図ります。

 ・ 若葉三丁目等の木造住宅密集地域※は、地区計画※等を活用し、歴史的な文化資源を活かしながら、道路

等の基盤整備を促進するとともに、共同建替えを誘導し、まちの不燃化を進めます。
 ・ 木造住宅密集地域や地域危険度※の高い地域は、地域の状況に応じて新たな防火規制※制度の活用に

ついて検討します。

② 大規模施設跡地の有効活用を図ります。

 ・ 大規模施設等の跡地は、開発等の際に地域の安全性の向上のために、災害時の避難施設として活用す

るなど、有効な利用の検討を進めます。

4 .  みどり・公園

① 水とみどりのネットワークの形成を図ります。
 ・ 新宿御苑から明治神宮外苑、外濠に至る歩行系幹線道における街路樹の充実等を図り、区民と協働でみ
どりの創出を進めます。また、玉川上水を偲ぶ流れとして整備された玉川上水・内藤新宿分水散歩道の適
正な管理による保全を図ります。

 ・ 新宿御苑、明治神宮外苑などの大規模公園を核とし、周辺地域へみどりが広がるよう、地区計画や景観ま
ちづくり計画※等の制度の活用を検討します。

 ・ 大規模な開発等の際には、事業者にオープンスペース※の確保を要請し、地域に開かれたみどりの広場の
整備を進めます。

② 利用者の声を反映した公園の再整備を進めます。
 ・ 公園の再整備にあたっては、公園利用者のニーズを把握し、地域の実情にあった公園整備を進めていき
ます。また、地域の住民による公園管理のしくみについての検討を進めます。

5 .  都市アメニティ※

① 歴史的・文化的資源を活かしたまちづくりを推進します。
 ・ 若葉や須賀町を中心に四谷地域に点在する寺社や坂道などに残る歴史的・文化的資源について、広報や
イベントの開催等により情報を発信し、観光資源として活用します。また、これらの資源をめぐるまち歩きルー
トの設定や案内板の設置などを検討します。

 ・ 新宿御苑周辺を「新宿御苑みどりと眺望保全地区」、外濠周辺を「歴史あるおもむき外濠地区」、四谷一丁
目の新宿通り北側を「潤いと歴史かおる四谷駅周辺地区」として、地域の歴史や文化、水とみどりなどの資
源を活かした景観まちづくりを進めます。
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3 .  安全・安心まちづくり

① まちの防災性の向上を図ります。

 ・ 若葉三丁目等の木造住宅密集地域※は、地区計画※等を活用し、歴史的な文化資源を活かしながら、道路

等の基盤整備を促進するとともに、共同建替えを誘導し、まちの不燃化を進めます。
 ・ 木造住宅密集地域や地域危険度※の高い地域は、地域の状況に応じて新たな防火規制※制度の活用に

ついて検討します。

② 大規模施設跡地の有効活用を図ります。

 ・ 大規模施設等の跡地は、開発等の際に地域の安全性の向上のために、災害時の避難施設として活用す

るなど、有効な利用の検討を進めます。

4 .  みどり・公園

① 水とみどりのネットワークの形成を図ります。
 ・ 新宿御苑から明治神宮外苑、外濠に至る歩行系幹線道における街路樹の充実等を図り、区民と協働でみ
どりの創出を進めます。また、玉川上水を偲ぶ流れとして整備された玉川上水・内藤新宿分水散歩道の適
正な管理による保全を図ります。

 ・ 新宿御苑、明治神宮外苑などの大規模公園を核とし、周辺地域へみどりが広がるよう、地区計画や景観ま
ちづくり計画※等の制度の活用を検討します。

 ・ 大規模な開発等の際には、事業者にオープンスペース※の確保を要請し、地域に開かれたみどりの広場の
整備を進めます。

② 利用者の声を反映した公園の再整備を進めます。
 ・ 公園の再整備にあたっては、公園利用者のニーズを把握し、地域の実情にあった公園整備を進めていき
ます。また、地域の住民による公園管理のしくみについての検討を進めます。

5 .  都市アメニティ※

① 歴史的・文化的資源を活かしたまちづくりを推進します。
 ・ 若葉や須賀町を中心に四谷地域に点在する寺社や坂道などに残る歴史的・文化的資源について、広報や
イベントの開催等により情報を発信し、観光資源として活用します。また、これらの資源をめぐるまち歩きルー
トの設定や案内板の設置などを検討します。

 ・ 新宿御苑周辺を「新宿御苑みどりと眺望保全地区」、外濠周辺を「歴史あるおもむき外濠地区」、四谷一丁
目の新宿通り北側を「潤いと歴史かおる四谷駅周辺地区」として、地域の歴史や文化、水とみどりなどの資
源を活かした景観まちづくりを進めます。

都市マスタープラン

- 抜粋四谷地域
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土地利用（市街地整備区分）

 低中層個別改善地区

 低中層基盤整備地区

 中高層住宅整備地区

 国際的な中枢業務機能拠点地区

 都心居住推進地区

 賑わい交流地区

 生活交流地区

 賑わい交流骨格整備地区

 幹線道路沿道整備地区

道路・交通

 広域幹線道路

 地域幹線道路

 地区内主要道路

 主要区画道路

 風のみち（みどりの回廊）

 歩行系幹線道

 鉄道・駅

 地下鉄・駅

公園・施設等

 都市計画公園

 その他の都市公園

 大規模な公共的施設

 小学校※

 中学校※

 区役所・特別出張所※

※平成29年12月現在

四谷地域まちづくり方針図1

100
▼

500m
▼

0
▼

靖国通りや新宿通り沿道における、
住機能と業務商業機能の調和

建物の共同化※等による、
修復型のまちづくりの推進

水とみどりを楽しめる
散歩道の整備

玉川上水を偲ぶ流れとして整備し、
玉川上水・内藤新宿分水散歩道の
適正な管理による保全

内藤町地区は、良好な住環境の保全

計画地
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6（仮称）新宿 1丁目計画

計画概要 各階平面図　S=1/300

※所轄官庁等との協議により変更が生じる可能性があります。

＜ 計画概要 ＞

１ 階 平 面 図

２～９ 階 平 面 図 １０～１１階 平 面 図

１２ 階 平 面 図 屋 根 伏 平 面 図

・　計画名称　：　（仮称）新宿１丁目計画

・　建物用途　：　事務所

・　構造　　　：　鉄骨造　

・　階数　　　：　地上１２階、地下０階

・　敷地面積　：　４５２.８８㎡

・　延べ面積　：　３,６９３.６２㎡

・　建築面積　：　４０７.５９㎡

・　建物高さ　：　５２.３５ｍ
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計画概要

※所轄官庁等との協議により変更が生じる可能性があります。
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※窓ガラス：全て透明
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・建物高さは百尺ライン (31m)を超える計画ではありますが、

 フレームによって水平ラインを強調しつつ、壁面ラインを概ね揃えることで、逸脱した印象を与えないよう意識しております。

 また、ファサード面を小割に分節することで、長大で圧迫感のある壁にならないよう配慮しております。

・屋上設備および屋外避難階段は、格子状のルーバーフェンスによって

 修景を施す計画としております。

・新宿通り側（北～西）は、意匠的なフレームによって都市的なファサードを形成。

 新宿御苑側（西～南）は、落ち着いた色彩やデザイン構成とすることで、

 御苑から見た際に、周辺の建物と調和するような計画としております。



1

四
谷
地
域
ま
ち
づ
く
り
方
針

第
3
章

103第3章 四谷地域まちづくり方針

四谷地域まちづくり方針図2

 地区計画

 まちづくりルール

 景観まちづくり計画区分地区

 

都市計画道路

 広域幹線道路

 地域幹線道路

 地区内主要道路

 

都市計画道路以外

 地域幹線道路

 地区内主要道路

 主要区画道路

公園・施設等

 都市計画公園

 その他の都市公園

 大規模な公共的施設

 小学校※

 中学校※

 区役所・特別出張所※

 鉄道・駅

 地下鉄・駅

※平成29年12月現在

完了 事業中 計画優先整
備路線

100
▼

500m
▼

0
▼

新国立競技場などのスポーツ
の拠点の活用による地域の
活性化

地域全体

・ 地域の実情にあった公園の
再整備
・ 寺社や坂道などの、地域の
歴史的・文化的資源を

 活かしたまちづくりの推進

幹線道路の整備にあわせた
周辺部のモール※化

地区計画※や市街地
再開発事業※等による
四谷地域の拠点の形成

防災性の向上と、
安心して暮らせる住環境
整備の推進

環状第5の1号線の早期整備

魅力的な商業地として、
風情あるまちなみの継承

幹線道路の歩行者空間
の整備

04 計画概要　 植栽計画
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壁面緑化

管理用扉

(オオイタビ)
ソヨゴ

シラカシ

●植栽イメージ

年間を通じて緑を担保できる常緑種をベースとし、中低木は落葉樹を含めて、季節感を感じられる植栽計画。

新宿通り沿いの街路樹、新宿御苑の樹々との関係性を意識しながら、歩行者、利用者の視線が集まるコーナー部に植栽帯を配置。

建物のコーナー部分を活かし、バルコニーを設けて植栽を配置し、魅力的なまちかどを形成できるよう工夫した、立体的な植栽計画。

植栽は本計画のデザインの要となることから、潅水設備や定期点検を行い、計画的かつ丁寧に運用・維持管理していく。
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1 .  土地利用・市街地整備

① 四谷地域の拠点の整備を進めます。
 ・ 四ツ谷駅周辺の一体的なまちづくりを行っていくなかで、地区計画※や市街地再開発事業※等による四谷
地域の拠点の形成を進めます。

 ・ 新宿通りとともに、靖国通り沿道を業務商業の重要な路線として、多くの人々が往来する賑わいのある地域
とします。

 ・ 信濃町駅周辺は、まちづくりルールの策定などにより、地域にふさわしいまちづくりを進めます。

② 住機能と業務商業機能の調和を図ります。
 ・ 新宿一、二、五丁目は、中高層階住居専用地区※の指定により、定住人口を確保しつつ、住機能と業務商
業機能の調和した複合市街地としての整備を誘導します。

 ・ 四谷三丁目駅周辺は、後背の住宅地の生活交流の中心として、魅力ある商店街等の整備を促進します。

③ 住宅地の修復型のまちづくりを進めます。
 ・ 三栄町、愛住町、四谷四丁目など幹線道路に囲まれた住宅地は、建物の更新や共同建替えの時期を捉え、
生活道路やオープンスペース※の整備など、修復型のまちづくりを進めます。

2 .  道路・交通

① 幹線道路における歩行者空間の整備を進めます。
 ・ 明治通り、新宿通り、靖国通り等の幹線道路は、沿道商業環境に配慮し、歩道の景観整備や緑化を促進
します。

② 公共交通等によるまちの利便性の向上を図ります。
 ・ 地域の住民の利便性及び観光客等の来訪者の回遊性向上のため、地域内外の移動手段として自転車
シェアリング※の充実を図ります。

 ・ 高齢者、障害者も含めたすべての人が容易に移動できるよう、駅及び駅周辺のバリアフリー化を促進します。

③ 駐車場の整備を促進します。

 ・ 駅や商業施設などの集客施設は、事業者や商店会などに対して駐車場や駐輪場の設置を働きかけてい
きます。

④ 住環境に配慮した幹線道路の整備を進めます。
 ・ 補助第58号線の整備促進について、関係機関と協議します。

2│地域のまちづくり方針
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100 新宿区まちづくり長期計画 都市マスタープラン

3 .  安全・安心まちづくり

① まちの防災性の向上を図ります。

 ・ 若葉三丁目等の木造住宅密集地域※は、地区計画※等を活用し、歴史的な文化資源を活かしながら、道路

等の基盤整備を促進するとともに、共同建替えを誘導し、まちの不燃化を進めます。
 ・ 木造住宅密集地域や地域危険度※の高い地域は、地域の状況に応じて新たな防火規制※制度の活用に

ついて検討します。

② 大規模施設跡地の有効活用を図ります。

 ・ 大規模施設等の跡地は、開発等の際に地域の安全性の向上のために、災害時の避難施設として活用す

るなど、有効な利用の検討を進めます。

4 .  みどり・公園

① 水とみどりのネットワークの形成を図ります。
 ・ 新宿御苑から明治神宮外苑、外濠に至る歩行系幹線道における街路樹の充実等を図り、区民と協働でみ
どりの創出を進めます。また、玉川上水を偲ぶ流れとして整備された玉川上水・内藤新宿分水散歩道の適
正な管理による保全を図ります。

 ・ 新宿御苑、明治神宮外苑などの大規模公園を核とし、周辺地域へみどりが広がるよう、地区計画や景観ま
ちづくり計画※等の制度の活用を検討します。

 ・ 大規模な開発等の際には、事業者にオープンスペース※の確保を要請し、地域に開かれたみどりの広場の
整備を進めます。

② 利用者の声を反映した公園の再整備を進めます。
 ・ 公園の再整備にあたっては、公園利用者のニーズを把握し、地域の実情にあった公園整備を進めていき
ます。また、地域の住民による公園管理のしくみについての検討を進めます。

5 .  都市アメニティ※

① 歴史的・文化的資源を活かしたまちづくりを推進します。
 ・ 若葉や須賀町を中心に四谷地域に点在する寺社や坂道などに残る歴史的・文化的資源について、広報や
イベントの開催等により情報を発信し、観光資源として活用します。また、これらの資源をめぐるまち歩きルー
トの設定や案内板の設置などを検討します。

 ・ 新宿御苑周辺を「新宿御苑みどりと眺望保全地区」、外濠周辺を「歴史あるおもむき外濠地区」、四谷一丁
目の新宿通り北側を「潤いと歴史かおる四谷駅周辺地区」として、地域の歴史や文化、水とみどりなどの資
源を活かした景観まちづくりを進めます。

壁面緑化
( ｵｵｲﾀﾋﾞ）

管理用扉

ｿﾖｺﾞｼﾗｶｼ

ﾌﾟﾗﾝﾀｰ

※本植栽パースは生育後を想定したイメージ
  であり、竣工時の状況とは異なります。
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▼
駐車場出入口

20,150

2
2
,
4
0
0

8
,
8
5
0

ﾌｪﾝｽ

道路境界線
12,500

縦格子ﾌｪﾝｽ/N3

ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰﾌｪﾝｽ/N3

御影石貼/N7

御影石貼/N7

車路

通路玉砂利/N8

低木混植

ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ

ﾀﾏﾘｭｳ

ｼﾓﾂｹ

ｱｼﾞｻｲ

0.3

0.3

0.3

50

50

15

15

樹種 本数高さ

ｼﾗｶｼ

常緑ﾔﾏﾎﾞｳｼ

ﾅﾅﾐﾉｷ

ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ

高木

中木

3.0

3.0

3.0

1.5

0.3

2

2

2

2

樹種一覧表（地上）

植栽計画図　S=1/200

※所轄官庁等との協議により変更が生じる可能性があります。

樹種 本数高さ

3.0

ｼﾗｶｼ

ｿﾖｺﾞ高木

中木

壁面緑化 ｵｵｲﾀﾋﾞ

2.5

8

8

樹種一覧表（ﾊﾞﾙｺﾆｰ）

Ｎ



※本資料は参考情報であり、正確性を保証するものではありません。実際の結果と異なる可能性があります。

04 計画概要　

9（仮称）新宿 1丁目計画

完成予想パース

※所轄官庁等との協議により変更が生じる可能性があります。



※本資料は参考情報であり、正確性を保証するものではありません。実際の結果と異なる可能性があります。

05

10（仮称）新宿 1丁目計画

新宿御苑の眺望シュミレーション

※所轄官庁等との協議により変更が生じる可能性があります。

計画建物

①

③

②

④⑤⑥

⑦

樹木が多いエリア。木々の隙間から建物が覗く。

計画地は見えない。

樹木が多いエリアだが、広場からの視界が抜ける。

計画地が見える。

池の目の前に樹木が多く、計画地側は見えない。 樹木は多いが芝生エリアになっている広場があり、

高さのある建物が木々の上から覗く。

樹木が目の前に広がるため、計画地側は見えない。芝生エリアになっている広場があり、

開けている場所からは計画地周辺が見える。

幅の狭い歩道。両脇に樹木が豊富に植生している

ため、計画地側は見えない。

眺望点① 眺望点②

眺望点③ 眺望点④

眺望点⑤ 眺望点⑥ 眺望点⑦



※本資料は参考情報であり、正確性を保証するものではありません。実際の結果と異なる可能性があります。

11（仮称）新宿 1丁目計画※所轄官庁等との協議により変更が生じる可能性があります。

●
眺望点②

計画建物高さ :53.25m

約 31m

約 31m

塔屋 : 約 41m

塔屋 : 約 39m

①

②

③約31m

※ガラスには反射加工や特殊フィルム等は用いず、一般的な仕様のガラスを採用することで、

　新宿御苑に過度な反射光が向かないよう配慮いたします。

05 新宿御苑の眺望シュミレーション



約 850ｍ

約 410ｍ

※本資料は参考情報であり、正確性を保証するものではありません。実際の結果と異なる可能性があります。

約1,950ｍ
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眺望地点

GL+1.5m

絵画館前広場
GL+1.5m

計
画
建
物

06

12（仮称）新宿 1丁目計画

明治神宮聖徳記念絵画館の眺望シュミレーション

眺望地点からの見え方（夏）

眺望地点からの見え方（冬）

絵画館前広場からの見え方

※所轄官庁等との協議により変更が生じる可能性があります。

眺望地点

絵画館前広場

明治神宮聖徳記念絵画館の景観形成ガイドラインでは、A区域において「建築物の各部分の高さは、絵画館に係る眺望地点と基壇部の

各部分を結ぶ線を超えてはならない。ただし、眺望点より見えない部分については、この限りではない」と定められております。

本計画は、高さは基準を超えておりますが、眺望地点からのシュミレーションの結果、建物はイチョウ並木により視認できません。

計画建物

計画建物

計画建物

計画建物

計画建物


